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人事労務レポート 
 

★★ 今回のテーマ ★★ 

有期雇用契約の注意点 

＜契約更新・期間満了の取り扱い＞ 
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契約期間の定めのない正社員と異なり、契約社員やパー

トタイマーについては、業務量に応じ雇用の調整を図れる

よう期間の定めのある（有期）雇用契約を結ぶのが一般的

です。人件費コストの固定化を回避できる雇用形態として

広く使用されている有期雇用契約ですが、契約更新手続き

等に不備があると、雇用を終了したいときに終了できるとい

う本来の目的を果たせない事態になることがあります。 

今回は有期雇用契約における注意点を解説します。 
 

１. 契約期間の上限 
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事

業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超え

る期間について締結してはならない。」（労基法第 14条） 

半年間や 1年間の契約期間を設けるケースがよく見られ

ますが、有期雇用契約を結ぶ場合、原則として契約期間の

上限は 3年となります。ただし、専門的知識を有する労働

者（公認会計士、医師、弁護士、等）や 60歳以上の労働者

については、例外として 5年まで認められています。 
 

２. 契約期間内での解雇は可能か？ 
 期間の定めがない正社員の場合には、いつでも解約の申

し入れが可能（民法 627 条）とされますが、有期雇用契約

の場合には、「やむを得ない事由がなければ」契約期間が

満了するまでの間、解雇することができません（労働契約

法第 17条）。期間満了による退職という効果がある反面、

契約期間内の解雇については、厳格な制限を受けることと

なります。労働者もやむを得ない事由がない限り、期間途

中での退職はできません。 

また、期間途中での解約について、「当事者の一方の過

失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠

償の責任を負う」（民法 628条）とされます。よって、業務の

縮小といった労働者個人に直接的な責任がない場合には、

残りの契約期間の賃金を負担する義務が生じることとなり

ます。この点を踏まえたうえで、契約期間途中での解雇はく

れぐれも慎重に行う必要があるといえます。 
 

３. 雇い止めに関する注意点 
契約期間満了で退職してもらう場合（雇い止め）には、下

記の点をあらかじめ気をつけておく必要があります。 

（１）契約書締結・更新手続きを正確に行う。 

雇い入れ時、契約期間、更新の有無、更新の判断基準を

明記した雇用契約書を取り交わしておくことが大前提で

す。そして、更新の際、新たな契約期間等について労使

双方で十分に確認することが大切です。契約満了後に更

新手続きをとっていたり、契約書の内容を確認せずにただ

署名・押印だけしていたりすると、期間の定めのない契約 

 

に変わったとみなされ、その後契約期間満了により退職

をしてもらおうとしても認められなくなることがあります。 

（２）30 日以上前に予告をする。 

「1 年以上継続して雇用している人」と「3 回以上契約を更

新している人」（平成 20年 3月改正）については、契約満

了日の 30日前までに更新をしない旨を予告しなければな

りません。 

（３）言動に注意する。 

「これからもずっと働いてほしい。」 

「よっぽどのことがない限り更新しないことはない。」  

更新手続きはしていたものの、このような労働者に対して

雇用継続の期待を抱かせるような言動がなされていると、

その後の雇い止めについて、解雇権の濫用と同じように

考えられ、雇い止め自体が無効とされる場合があります。 
 

４. その他のポイント 
■労働保険、社会保険の適用 

労災保険：労働者全員加入 

雇用保険：原則全員加入。ただし、一般社員より労働時間

の短いパートの方等については、1年以上雇用

する見込みがない場合は対象外。 

社会保険：2 ヶ月以内の契約期間の場合は加入対象外。

引き続き雇用される場合はその時点で加入。 

■特定受給資格者 

契約更新により 3年以上雇用が継続した場合において、

契約期間満了で退職した場合、特定受給資格者として失

業手当の優遇措置が受けられます。 

■有給休暇の付与 

3 ヶ月後に契約期間満了で退職が決まっている、といった

ような場合でも、雇い入れ後半年経過した時点で有休を

与えなければなりません。 

 

 

6 月より年金加入者全員に年金加入記録が記載された「ねん

きん特別便」が送付されます。 

社保事務所に「事業所で配布する」と回答を出した事業所につ

いては事業所あてに従業員分がまとめて送付され、それ以外

は本人あてに送られてきます。いずれにしても、今後、従業員

本人より、書類の見方や疑問点について問い合わせがくること

が予想されます。ご不明な点がありましたら、代わりにお答え

しますので、山口事務所までご連絡ください。 

 

● コラム ● 

― 今月の主な労務関連手続き ― 

・労働保険年度更新（5 月 20 日まで） 


